
の
国
会
に
提
案
さ
れ
た
介
護
保
険
法

等
改
正
案
に「
介
護
医
療
院
」の
創
設

が
盛
り
込
ま
れ
た
。名
前
も
役
割
も
療
養
と

生
活
支
援
の
、い
わ
ば
両
に
ら
み
施
設
で
、「
介

護
療
養
病
床
」廃
止
の
受
け
皿
に
な
る
。

病
床
再
編
成
の
一
環

　

介
護
医
療
院
は
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、

老
人
保
健
施
設
と
並
ぶ
介
護
施
設
に
な
る
。

　

そ
の
役
割
は
、介
護
療
養
病
床
が
担
う「
医

学
管
理
が
必
要
な
重
介
護
者
の
受
け
入
れ
」や

「
看
取
り
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
」等
の
機
能
を
維

持
し
な
が
ら
、長
期
の
生
活
の
場
に
な
る
実

態
を
踏
ま
え「
生
活
施
設
」の
機
能
も
兼
ね
る
、

と
い
う
。

　
「
医
療
機
能
内
包
の
施
設
」と
し
て
、一
つ
は

高
い
介
護
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
タ
イ
プ
。医
療

の
必
要
性
が
比
較
的
高
く
、容
体
急
変
の
リ
ス

ク
も
あ
る
利
用
者
を
対
象
に
、24
時
間
の
看

取
り
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
あ
た
る
。も
う
一

つ
は
、多
様
な
介
護
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
タ
イ
プ
。

医
療
の
必
要
性
も
多
様
だ
が
、容
体
は
比
較
的

安
定
し
た
利
用
者
を
対
象
に
、オ
ン
コ
ー
ル

体
制
で
看
取
り
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
行
う（
表

1
参
照
）。

　

介
護
保
険
法
の
施
設
だ
が
、医
療
法
上
は

医
療
提
供
施
設
で
、医
療
法
人
の
設
置
目
的
に
、

こ
の
介
護
医
療
院
が
追
加
さ
れ
る
。

　

そ
れ
以
外
に「
居
住
ス
ペ
ー
ス
と
医
療
機
関

の
併
設
型
」も
設
け
、比
較
的
容
体
が
安
定
し

た
人
を
対
象
に
、併
設
の
病
院
・
診
療
所
が
随

時
の
看
取
り
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
あ
た
る
。

　

介
護
療
養
病
床
は
ど
う
な
る
の
か
。

2
0
1
7
年
度
末
の
廃
止
期
限
が
23
年
度
末

ま
で
延
長
さ
れ
る
。つ
ま
り
6
年
間
は
介
護
療

養
病
床
と
新
設
の
介
護
医
療
院
が
併
存
し
、後

者
へ
の
移
行
を
促
す
こ
と
に
な
る
。療
養
病
床

か
ら
の
転
換
に
加
え
新
規
参
入
も
認
め
る
。医

療
法
人
に
よ
る
居
住
型
サ
ー
ビ
ス
進
出
へ
の

選
択
肢
が
増
え
る
わ
け
だ
。

名
は
体
を
表
す
か

　

介
護
保
険
適
用
の
施
設
で
あ
る
の
に
、な
ぜ

「
介
護
医
療
院
」か
。社
会
保
障
審
議
会
の「
療

養
病
床
の
在
り
方
等
に
関
す
る
特
別
部
会
」の

議
事
録
で
経
緯
は
分
か
る
。

　

医
療
側
の
委
員
の
多
く
は「
医
師
や
看
護
師

の
士
気
も
踏
ま
え
た
名
称
に
」「
医
療
を
提
供

し
て
い
る
の
に
、そ
う
で
は
な
い
名
称
は
困
る
」

な
ど
と
主
張
し
た
。介
護
関
係
の
委
員
ら
は「
病

院
で
な
い
と
働
く
意
欲
が
保
て
な
い
の
か
」「
介

護
施
設
の
職
員
も
誇
り
を
持
っ
て
働
く
」な
ど

と
反
論
し
た
。

　

結
局
、介
護
医
療
院
と
病
院
ま
が
い
の
名
称

こ

2017.4 ■健康保険 30

「介護医療院」と呼ぶ
受け皿

療養病床の廃止



厚労省資料を簡略化

8㎡以上
（大規模改修まで6.4㎡以上）

医　師  1 人
看護職 18人
介護職 18人

8㎡以上

医　師  1 人
看護職 10人
介護職 24人

約 27.2 万円

6.4 ㎡以上

医　師  3 人
看護職 18人
介護職 18人

約 35.8 万円

床面積／人

人員配置
（100人当り）

平均月額費用

介護療養病床 介護療養型老人保健施設
（新型老健）

従来の
老人保健施設

厚労省資料を基に筆者作成（費用は15年3月審査分から推計）

案 Ⅰ

・医療の必要性が比較的高く、容体が急
変するリスクがある者
・喀痰吸引や経管栄養を中心に日常的・
継続的な医学管理
・24時間の看取り・ターミナルケア
・夜間・休日も当直体制又はオンコール
体制
「高い介護ニーズに対応」

案 Ⅱ

・医療の必要性は多様だが、容体は比較
的安定した者
・多様なニーズに対応する日常的な医
学管理
・オンコール体制による看取り・ターミ
ナルケア

「多様な介護ニーズに対応」

　表1　医療機能の内包施設（介護医療院）

　表2　施設基準・費用の対比

に
さ
れ
た
。さ
ら
に
、病
院
や
診
療
所
を
廃
止

し
て
新
施
設
へ
転
換
し
た
際
や
、病
床
数
を
減

ら
し
て
新
施
設
を
開
設
し
た
場
合
は
、従
来
の

病
院
・
診
療
所
名
を
引
き
続
き
名
乗
れ
る“
お

ま
け
”も
付
い
た
。

　

単
に
名
称
の
問
題
で
は
な
い
。人
員
配
置
、

床
面
積
、自
立
支
援
策
等
で
医
療
側
と
介
護
・

利
用
者
側
の
主
張
は
異
な
っ
た
。

　
「
人
員
を
削
減
す
れ
ば
職
員
の
離
職
や
身
体

拘
束
、虐
待
が
増
加

し
か
ね
な
い
」と
の

意
見
が
多
か
っ
た

が
、人
材
難
か
ら「
柔

軟
な
人
員
配
置
」を

望
む
声
も
目
立
っ

た
。床
面
積
等
は
老

人
保
健
施
設
並
み

の
1
室
当
た
り
定

員
4
人
以
下
、か
つ

「
入
所
者
1
人
当
た

り
8
㎡
以
上
」が
適

当
と
さ
れ
た
も
の

の
、大
規
模
改
修
ま

で
は
現
在
の「
1
人

当
た
り
6
・
4
㎡
以

上
」の
継
続
を
望
む

声
も
根
強
く
あ
っ

た
。一
方
で「
居
住
ス
ペ
ー
ス
は
個
室
に
」と
の

意
見
も
出
た
。

　

こ
れ
ら
の
不
協
和
音
は「
治
療
・
療
養
の
場
」

な
の
か
、「
生
活
・
自
立
支
援
の
場
」で
あ
る
べ

き
か
、と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
の
差
で
あ
ろ

う（
表
2
参
照
）。

肉
付
け
は
こ
れ
か
ら

　

1
9
8
3
年
の
老
人
保
健
法
で
公
認
さ
れ

■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県
立
大
学
、目
白
大
学
・
大
学
院
の

教
授
を
経
て
、財
団
法
人
・
日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
振
興
会
理
事
長
。

財
務
省「
財
政
制
度
等
審
議
会
」委
員
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ「
福
祉
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ジ
ャ

パ
ン
」会
長
も
務
め
る
。

た「
老
人
病
院
」は
患
者
の
拘
束
や
薬
漬
け
、劣

悪
な
施
設
環
境
が
問
題
に
さ
れ
、90
年
に
介
護

力
強
化
病
院
、93
年
に
療
養
病
床
群
と
い
う
形

で
介
護
体
制
や
施
設
基
準
の
改
善
を
図
っ
た
。

00
年
度
の
介
護
保
険
制
度
創
設
時
も「
介
護
療

養
病
床
」と
し
て
存
続
の
道
を
残
し
た
。

　

し
か
し
、医
療
ニ
ー
ズ
の
高
い
患
者
と
低
い

患
者
の
混
在
や
費
用
適
正
化
の
推
進
を
背
景

に
06
年
に
は
介
護
療
養
病
床
は
11
年
度
末
の

廃
止
が
決
ま
っ
た
。さ
ら
に
民
主
党
政
権
下
で

17
年
度
末
ま
で
廃
止
期
限
が
延
期
さ
れ
た
。

　

こ
の
間
、従
来
型
の
老
人
保
健
施
設
よ
り
看

護
職
の
配
置
が
多
い「
介
護
療
養
型
老
人
保
健

施
設
」（
新
型
老
健
）を
設
け
て
転
換
を
誘
導
し

た
が
、な
お
約
6
・
3
万
床
が
残
る（
医
療
療
養

病
床
は
約
27
・
8
万
床
、15
年
４
月
時
点
）。

　

今
回
の
転
換
策
は
、骨
格
が
示
さ
れ
た
だ
け

で
、具
体
的
な
施
設
基
準
や
介
護
報
酬
は
法
案

成
立
後
の
社
会
保
障
審
議
会
・
介
護
給
付
費
分

科
会
等
に
委
ね
ら
れ
る
。

　

療
養
病
床
が
転
身
・
変
身
す
る
か
ど
う
か
、

そ
の
具
体
策
次
第
で
あ
る
。
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